
１ 

 

家族会通信 

幸の会 令和元年 11月 

【幸の会事務局】 

加賀市小菅波町 121-1（加賀こころの病院内） 

加賀市南郷町 3乙 4（加賀のぞみ園内） 

加賀市山中温泉滝町リ 1-1（たきの里内） 

 

 

施設紹介・バーベキューのご報告 
 

秋雨の候というふうに季節も移り変わってきましたが、皆様はいか

がお過ごしでしょうか？ 

今回は、９月２２日（日）の定例会の報告となります。定例会に

は、８家族１７名と特別養護老人ホームサンライフたきの里、グル

ープホーム、加賀のぞみ園の職員と事務局員の計２４名が参加しま

した。 

始めに、加賀こころの病院にて施設紹介を行いました。７月の懇

談会で「病院から退院した後に入所できる施設にはどんなところが

あるのだろう？」というお話から、今回は長久グループに関連する

特別養護老人ホーム（以下、特養ホーム）とグループホームの職員

の方からそれぞれお話をしていただきました。それからフルーツラ

ンドへ移動し、お昼はバーベキューを囲んで家族同士、施設職員の

方々も交えて親睦を深めることができました。 
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施設紹介では、サンライフたきの里とグループホームについてそ

れぞれの職員の方々より施設の特徴や雰囲気、入居者の方々がどの

ように生活をされているのか等をお話していただきました。 

サンライフたきの里は、病院を退院した後や老人保健施設からの

在宅復帰が難しい場合等、自宅での介護が困難な高齢者が入居でき

る介護保険施設です。サンライフたきの里では、ユニットケアをは

じめ入居者の方が望む生活の実現を目指して小規模特養ホームを山

中温泉塚谷町と勅使町にそれぞれ開設しています。施設を小規模化

することで、入居されている方の“できること”、“したいこと”、“で

きそうなこと”を一緒に考え、お互いの顔が見える環境や関係づく

りをしながらより充実した生活が送れるように取り組んでいるとい

うことでした。 

長久グループのグループホームは、認知症の病気を抱えた方が少

人数で共同生活を送る住まいです。個室での生活となりキッチンや

トイレ等は共同となります。生活の中でも暦に合わせた行事を大切

にしており、町のお祭りや行事に参加したり日々の生活の中にも楽

しみをもって過ごされています。また、グループホームで作成した

「お便り」を地域の方に配ってグループホームでの生活の様子を伝

えたり、地域の方々と意見交換をする機会をつくり、地域とのつな
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がりを大切にした取り組みを行っているというお話もありました。 

どちらも自宅にかわる住まいとして、生活する場所が移ってもこ

れまでの生活の中でつながっていた人や場所、大切にしていたこと

が継続できるように一人ひとりの想いを大切にしたケアを行ってい

るということでした。 

参加された皆さんからの質問では、「それぞれの施設の利用料金は

どれだけかかるのか？」、「どのような方が入居されているのか？」、

「家族が施設に入居する場合には誰に相談すればいいのか？」など

皆さんそれぞれに現在の状況を考えながら聞かれている姿がありま

した。 

後のページで施設の利用料金や入居対象者についてなど、今回紹

介のあった施設の概要を載せていますのでご覧ください。施設入居

については、それぞれの病院や施設の相談窓口になっているソーシ

ャルワーカーやケアマネージャーにご相談ください。 

お昼のバーベキューでは、お肉やシーフードを食べてお酒も飲み

ながら、説明会では聞けなかったことを話し合ったりと皆さ 

んで交流を深めることができました。ご家族の方から「自分の家族

が施設に入所することができるのか」、「色々な施設の紹介を見たけ

ど、どこが本人や家族にとって良い施設なんだろう」という話があ
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り、職員の方から「事前に施設に来て雰囲気やお部屋の状況、どの

ような職員がいるのか等を見て利用するための準備をしてほしい。」、

「今回紹介した施設等、いろんな施設を見てご本人とご家族でこれ

からの生活について考えてほしい。」といったやりとりがありました。 

「施設について知る機会があまりないので話を聞けて良かった。」、

「自分の親が病院を退院した後、自宅に戻れるか心配で、どこか利

用できる施設があるのかを知りたかった。」、「施設の説明で十分な 

時間がなかったことが残念だった。」、「今回は職員の方と話す機会は

たくさんあったが家族同士で話せる時間 

が少なかったように感じた。」などたくさ 

んのご意見が聞かれました。 

今回の施設紹介だけでは、その施設について十分にわからなかっ

たところもたくさんあったかと思います。それぞれの施設に入居し

ている方がどんな生活をしているのか、そこでどんな生活をするこ

とができるのかをこの機会に考えたり、相談していくきっかけにな

ったらと思います。幸の会では、ご家族同士のつながりや話し合え

る輪が広がっていくような企画をご家族の皆さんと一緒に考えてい

きたいと思っています。これからも皆さんの想いやご意見をたくさ

ん聞かせてください。 
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今回紹介された施設について 
 

【特別養護老人ホームサンライフたきの里】 

本 館 平成６年に山中温泉滝町に開設され、平成１６年には新館の

ユニット型の施設が増設されました。本館２階に食事やリハビリ等

をする共同の生活スペースがあり、廊下に沿って居室(４人部屋と個

室)があります。 

 

 

 

【利用定員】２０名 

【対 象 者】介護保険の保険者が加賀市で、加賀市に住民票があり

居住している方。原則、要介護３～５の認定を受けて

いる方で入院治療を要さない方。 

【利用料金】多床室は月約１０万円、個室は月約１２万円(介護保険

負担分、居住費、食費、オムツ代を含む。)、医療費は

実費。居住費と食費は世帯、本人の所得状況に応じて

減額される場合があります。 
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新 館 新館の施設は全部で３つのユニットがあり、１ユニットに

１０名の方が共同生活をしています。全室個室でキッチンやトイレ

等は共同となります。本館と比べると 

“おうち”のような環境になっています。 

【利用定員】３０名 

【対 象 者】原則、要介護３～５の認定を受けている方で入院治療 

を要さない方。 

【利用料金】月約１６万円(介護保険負担分、居住費、食費、オムツ

代を含む。)、医療費は実費。居住費と食費は世帯、本

人の所得状況に応じて減額される場合があります。 

 

【小規模特別養護老人ホーム】 

平成１９年に山中温泉塚谷町に「小規模特養ホームつかたに」が

開設され、平成２１年に加賀市勅使町に「小規模特養ホームちょく

し」が開設されました。入居者の方が地域社会の一員としてお祭り

や行事に参加し、地域の方々との様々なつながりをつくりながら住

み慣れた地域で暮らし続けることを目指しています。それぞれの施

設には学童クラブが併設されており、子どもと高齢者の共生施設と

しての取り組みも行っています。 
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【利用定員】各１５名 

【対 象 者】介護保険の保険者が加賀市で、 

加賀市に住民票があり居住し 

ている方。原則、要介護３～ 

５の認定を受けている方で入 

院治療を要さない方。 

【利用料金】月約１５万円(介護保険負担分、居住費、食費、オムツ

代を含む。)、医療費は実費。居住費と食費は世帯、本

人の所得状況に応じて減額される場合があります。 

 

【グループホーム】 

グループホームは認知症になっても、 

その人にとって安心できる人と環境の 

中で自分らしく暮らしていくための住 

まいです。これまでの生活でしていた 

家事や趣味等が継続できて、役割や生きがいのある生活が送れるよ

うに取り組んでいます。また、これまでの生活で使っていたタンス

等のなじみのある家具をお部屋に持ち込んでいただき、ご本人が安

心して過ごせる居場所をつくっています。長久グループに関連する

ちょくし 

つかたに 

いこいの家のお部屋 
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グループホームは、加賀市に「いろり」、「まどい」、「いこいの家」、

「しゃくなげ」の４か所と小松市に「やたの」の計５か所がありま

す。「いろり」と「まどい」は民家を改修しており、「いこいの家」

は保養所を改修して開設しています。「やたの」と「しゃくなげ」は

平屋建てのお家のような住環境となっています。 

【利用定員】９名（「いろり」・「まどい」・「しゃくなげ」）。 

「いこいの家」は１５名、「やたの」は１８名。 

【対 象 者】認知症の診断を受けている方。介護保険の保険者が加

賀市で、加賀市に住民票があり居住している方。（「や

たの」は介護保険の保険者が小松市で、小松市に住民

票があり居住している方）要支援２、要介護１～５の

認定を受けている方。 

【利用料金】月約１０万円(介護保険負担分、家賃、食費含む)。オ

ムツ代、医療費、お薬代は実費。 

※ 「いこいの家」と「まどい」は入居時に１０万円、

「いろり」は３万６千円の敷金が必要となります。

（退居時の修繕費となります） 

※ 特養ホームのような居住費と食費の減額制度はあり

ません。 


